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お 知 ら せ

ご
案
内

啓
　
発

「
２
０
１
８
企
業
・
求
人

紹
介
げ
ろ
」
を
発
刊

問
合
先
／
商
工
課

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
１
５
５

　

市
内
に
事
業
所
を
置
く
企
業
の

紹
介
や
求
人
情
報
、
市
の
定
住
促

進
制
度
な
ど
を
紹
介
す
る
冊
子
を

発
刊
し
ま
し
た
。
２
０
１
８
年
版

の
掲
載
企
業
数
は
70
社
。

　

希
望
者
へ
無
償
で
配
布
し
て
い

ま
す
の
で
、
商
工
課
ま
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。（
数
に
限
り
が

あ
り
ま
す
）

避
難
行
動
要
支
援
者
名

簿
に
登
録
し
ま
し
ょ
う

問
合
先
／
社
会
福
祉
課

☎
５
２
・
３
９
３
６
内
線
６
０
２

　

市
で
は
、
災
害
時
の
避
難
な
ど

で
手
助
け
を
必
要
と
す
る
人
を
地

域
で
支
援
す
る
体
制
を
作
る
た

め
、
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の

作
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
名
簿
は
、
登
録
を
希
望
し

自
ら
の
情
報
を
地
域
な
ど
へ
提
供

す
る
同
意
書
を
提
出
し
た
人
な
ら

ど
な
た
で
も
登
録
が
可
能
で
す
。

　

い
ざ
と
い
う
時
、
地
域
の
力
が

頼
り
と
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
名
簿
に

登
録
し
、
地
域
の
人
に
自
分
の
こ

と
を
知
っ
て
お
い
て
も
ら
い
ま

し
ょ
う
。

◆
登
録
す
る
情
報　

　

住
所
・
氏
名
・
緊
急
連
絡
先
・

避
難
時
に
配
慮
し
て
ほ
し
い
こ
と

な
ど

◆
名
簿
閲
覧
者　

　

区
長
、
組
長
、
民
生
委
員
な
ど
、

避
難
支
援
や
見
守
り
活
動
に
関
わ

る
人
に
限
定

※
登
録
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
同

意
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
同
意

屋
外
広
告
物
の
ル
ー
ル

ご
存
知
で
す
か
？

問
合
先
／
建
築
課

☎
５
３
・
２
０
１
０
内
線
１
２
２

　

下
呂
市
の
美
し
い
景
観
の
維
持

や
危
険
防
止
の
た
め
、
屋
外
広
告

物
設
置
の
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ

う
。

◆
屋
外
広
告
物
と
は
「
常
時
ま
た

は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
外
で

公
衆
に
表
示
さ
れ
る
も
の
」
で
、

道
路
沿
い
に
建
て
ら
れ
る
野
立
広

告
物
、
営
業
敷
地
内
に
掲
示
す
る

広
告
物
、
建
物
の
壁
に
あ
る
壁
面

広
告
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の

も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
掲
示

内
容
が
営
利
的
な
広
告
か
ど
う
か

は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
屋
外
広
告
物
を
掲
示
す
る
に

は
、
多
く
の
場
合
で
許
可
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
許
可
を
受
け
る
に

は
市
で
定
め
る
基
準
を
守
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
、
手
続

き
が
済
ん
で
い
な
い
場
合
は
、
速

や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
、
建
築
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
違
反
と
な
る
屋
外
広
告

①
破
損
・
倒
壊
・
落
下
の
恐
れ
が

　

あ
る
も
の

②
交
通
の
安
全
を
妨
げ
る
も
の

③
禁
止
さ
れ
て
い
る
物
件
や
地
域

　

に
つ
け
た
も
の
（
原
則
、
道
路

　

上
の
柵
、
歩
道
橋
、
街
路
樹
、

　

電
柱
に
は
掲
示
で
き
ま
せ
ん
）

④
高
さ
や
表
示
面
積
、
場
所
な
ど

　

の
許
可
基
準
に
違
反
し
た
も
の

※
無
許
可
を
含
め
た
違
反
広
告
に

つ
い
て
は
、
建
築
課
に
て
撤
去
や

是
正
指
導
を
実
施
し
ま
す
。

都
市
鉱
山
か
ら
つ
く
る
！
み
ん

な
の
メ
ダ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

問
合
先
／
環
境
施
設
課

☎
２
６
・
３
３
９
７

　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
入
賞
メ
ダ
ル
に
、
不

要
と
な
っ
た
小
型
家
電
に
含
ま
れ

る
リ
サ
イ
ク
ル
材
を
活
用
す
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
東
京
２
０
２
０

組
織
委
員
会
の
主
催
に
よ
り
行
わ

れ
ま
す
。

　

下
呂
市
も
、
リ
サ
イ
ク
ル
意
識

促
進
の
た
め
、
こ
の
取
り
組
み
に

参
加
し
ま
す
。

　

使
用
し
な
く
な
っ
た
携
帯
電
話

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
下
呂
庁
舎
、

星
雲
会
館
、
小
坂
振
興
事
務
所
、

金
山
振
興
事
務
所
、
馬
瀬
振
興
事

務
所
、ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の「
携

帯
電
話
無
料
回
収
ボ
ッ
ク
ス
」
に

廃
棄
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
中
程
度
以

上
の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の

児
童
を
監
護
し
て
い
る
人
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

【
１
級
月
額
５
万
１
７
０
０
円

　

２
級
月
額
３
万
４
４
３
０
円
】

◆
障
害
児
福
祉
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
重
い
障
が

い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る
20

歳
未
満
の
人
（
本
人
）
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

【
月
額
１
万
４
６
５
０
円
】

◆
特
別
障
害
者
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
の
障
が
い
が

重
複
ま
た
は
著
し
く
重
度
の
状
態

に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い

て
在
宅
で
常
に
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
人(

本

人)

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
月
額
２
万
６
９
４
０
円
】

※
障
が
い
の
程
度
や
所
得
、
年
金

受
給
な
ど
の
状
況
に
よ
り
、
手
当

が
支
給
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。 福

祉
手
当
制
度
の
ご
案
内

問
合
先
／
社
会
福
祉
課

☎
５
２
・
３
９
３
６
内
線
６
０
３

書
の
用
紙
は
、
社
会
福
祉
課
、
各

振
興
事
務
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
入
手
で
き
ま
す
。
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募
　
集

　

下
呂
市
へ
の
お
問
い
合
わ
せ
で
、

担
当
部
署
が
不
明
な
場
合
は
、
秘

書
広
報
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
　

問
合
先
／
秘
書
広
報
課

　
　

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
２
６
３

市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

問
合
先
／
生
活
課

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
２
８
８

◆
９
月
新
規
募
集
の
住
宅

募
集
期
間　

９
月
１
日
～
25
日

入
居
予
定
日　

11
月
１
日

▽
一
般
・
奥
金
山
団
地
（
金
山
町

金
山　

築
Ｓ
62
年
）

　

１
０
１
号　

３
Ｄ
Ｋ（
単
身
可
）

　

定
額 

家
賃 

２
万
８
４
０
０
円

◆
継
続
募
集
中
の
住
宅

募
集
期
間　

随
時

入
居
予
定
日　

お
申
し
込
み
か
ら

１
カ
月
程
度

▽
一
般
・
宮
田
団
地
（
萩
原
町
宮

　

田　

築
Ｈ
10
年　

耐
火
５
階
）

　

３
Ｄ
Ｋ
（
世
帯
用
）

　

定
額 

家
賃 

３
万
８
０
０
０
円

※
こ
の
他
に
も
、
継
続
募
集
中
の

住
宅
が
あ
り
ま
す
の
で
、
生
活
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
（
重
度

心
身
障
が
い
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
）

に
よ
る
受
給
者
証
の
更
新
を
９
月

中
旬
か
ら
行
い
ま
す
。
該
当
と
な

る
人
へ
、
更
新
手
続
き
の
詳
細
を

郵
送
で
ご
案
内
し
ま
す
。

　

な
お
、
更
新
の
際
に
所
得
審
査

を
行
い
ま
す
。

※
本
人
ま
た
は
世
帯
の
所
得
が
基

準
を
超
え
て
い
る
と
、
対
象
と
な

ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
医
療
費
受
給
者
証

の
更
新
に
つ
い
て

問
合
先
／
市
民
課

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
１
１
６

国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
の
更
新
に
つ
い
て

問
合
先
／
市
民
課

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
１
１
５

　

10
月
１
日
か
ら
の
新
し
い
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
、
９
月

下
旬
に
世
帯
ご
と
へ
簡
易
書
留
で

郵
送
し
ま
す
。
現
在
使
用
い
た
だ

い
て
い
る
保
険
証
の
有
効
期
限

は
、
９
月
30
日
ま
で
で
す
。
有
効

期
限
の
切
れ
た
保
険
証
は
、
10
月

１
日
以
降
に
細
か
く
裁
断
し
、
処

分
し
て
く
だ
さ
い
。

骨
髄
ド
ナ
ー
助
成
金
交

付
制
度
の
ご
案
内

問
合
先
／
健
康
医
療
課

☎
５
３
・
２
１
０
１
内
線
６
２
３

　

市
で
は
、
白
血
病
な
ど
の
病
気

に
苦
し
む
人
を
助
け
る
た
め
、
公

益
財
団
法
人
日
本
骨
髄
バ
ン
ク
が

行
う
骨
髄
バ
ン
ク
事
業
で
ド
ナ
ー

に
な
っ
た
人
へ
、
助
成
金
を
交
付

し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
健
康
医
療
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置

補
助
金
制
度
廃
止
に
つ
い
て

問
合
先
／
環
境
課

☎
２
６
・
５
０
１
１

　

下
呂
市
で
は
、
住
宅
の
屋
根
な

ど
に
設
置
す
る
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
の
設
置
費
用
に
対
し
補
助
金

を
交
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成

30
年
度
を
も
っ
て
そ
の
補
助
制
度

を
廃
止
し
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
中
は
、
予
算
の
範

囲
内
で
補
助
金
の
交
付
を
実
施
し

ま
す
の
で
、
現
在
、
設
置
を
検
討

中
の
皆
さ
ま
は
ご
注
意
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

家
伝
法
に
基
づ
く
定
期

報
告
の
提
出
に
つ
い
て

問
合
先
／
農
務
課

☎
５
３
・
２
０
１
０
内
線
１
６
２

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
十
二
条

の
四
に
基
づ
き
、
犬
・
猫
を
除
く

対
象
家
畜
ま
た
は
家か
き
ん禽
を
一
頭

（
一
羽
）
以
上
飼
養
し
て
い
る
人

は
毎
年
一
回
、
県
へ
の
報
告
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

例
年
、
一
月
に
所
定
の
様
式
を

郵
送
し
ま
す
。

　

未
報
告
の
人
や
対
象
動
物
の
ご

確
認
は
、
農
務
課
ま
た
は
飛
騨
家

畜
保
健
衛
生
所
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

飛
騨
家
畜
保
健
衛
生
所

☎
０
５
７
７
・
３
３
・
１
１
１
１

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

問
合
先
／
企
画
課

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
３
５
３

　

総
務
省
統
計
局
で
は
、
10
月
1

日
現
在
で
住
宅
・
土
地
統
計
調
査

を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
住
宅
数
や
国
民
の

居
住
状
況
だ
け
で
な
く
①
高
齢
化

社
会
を
支
え
る
居
住
環
境　

②
耐

震
性
・
防
火
性
な
ど
の
住
宅
性
能

水
準
の
達
成
度　

③
土
地
の
利
用

状
況
の
ほ
か
、
空
き
家
の
実
態
を

把
握
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い

ま
す
。

　

対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
は
、
調

査
員
が
調
査
票
を
持
っ
て
伺
い
ま

す
。
ま
た
、調
査
員
の
訪
問
前
に
、

ご
家
庭
の
ポ
ス
ト
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
回
答
用
の
書
類
が
投
函
さ

れ
て
い
た
場
合
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
の
回
答
も
可
能
で
す
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
調
査
票
の
記

入
・
提
出
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
期
間
中
、
住
宅
の

外
観
を
調
査
員
が
調
べ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、「
調
査
員
証
」「
立

入
検
査
証
」
を
携
帯
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
に
よ
り
集
め
ら
れ

た
記
入
内
容
は
統
計
を
作
成
す
る

た
め
に
の
み
使
用
す
る
も
の
で
、

そ
の
他
の
目
的
に
は
一
切
使
用
し

ま
せ
ん
。

指
定
文
化
財
保
護
事
業

補
助
金
の
ご
案
内

問
合
先
／
教
育
総
務
課

☎
５
２
・
４
８
０
０

　

来
年
４
月
以
降
に
国
・
県
・
市

の
指
定
文
化
財
の
保
護
や
修
理

（
看
板
設
置
等
の
公
開
活
用
整
備

は
除
く
）
に
つ
い
て
事
業
を
検
討

し
て
い
る
場
合
は
、
教
育
総
務
課

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
期
限　

９
月
末
日
ま
で


